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処方箋薬剤遠隔指導事業関係条文 

 

 

国家戦略特区法第２０条の５第１項 

一   （略） 

二   特定処方箋薬剤遠隔指導等利用者（特定処方箋により調剤された薬剤を購入し、又は譲

り受ける場合に薬剤遠隔指導等を受ける者という。以下この条において同じ。）の居住す

る場所を訪問させることが容易でない場合として厚生労働省令で定める場合において、そ

の薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬剤遠隔指導等を行わせるもの

であること。    

三   （略） 

 

 

法第２０条の５第１項第２号の「厚生労働省令で定める場合」 

（厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則） 

 

第３１条    

法第２０条の５第１項第２号の厚生労働省令で定める場合は、特定処方箋薬剤遠隔指導

等利用者からの薬剤遠隔指導等を希望する旨の申出に基づき、当該特定処方箋薬剤遠隔指

導等利用者の居住する区域における薬剤師の数及び薬局の数が少なく、薬局と当該特定処

方箋薬剤遠隔指導等利用者の居住する場所との間の距離が相当程度長い場合又は通常の公

共交通機関の利用が困難な場合とする。 

 


